
催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

地
以
外
の
土
地
に
住
宅
を
新
築
し
た

・�

家
屋（
店
舗
や
事
務
所
な
ど
）の
全
部
ま

た
は
一
部
の
用
途
を
住
宅
に
変
更
し
た

・�

土
地
の
利
用
状
況
を
変
更
し
た
（
住
宅

用
地
の
一
部
を
貸
し
駐
車
場
に
し
た
と

き
な
ど
）

住
宅
用
地
と
は

　

住
宅
と
し
て
使
用
す
る
家
屋
の
敷
地
で

す
。
工
場
・
倉
庫
・
店
舗
・
事
務
所
な
ど

の
敷
地
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

住
宅
用
地
の
軽
減
率

２
０
０
㎡
以
下
（
小
規
模
住
宅
用
地
）
：

６
分
の
１
に
軽
減

２
０
０
㎡
を
超
え
る
部
分
（
一
般
住
宅
用

地
）：
３
分
の
１
に
軽
減

※�

い
ず
れ
も
課
税
標
準
額
を
軽
減
す
る
措

置
。
住
宅
用
地
に
建
つ
家
屋
の
総
床
面

積
の
10
倍
ま
で
を
限
度

家
屋
の
取
り
壊
し
、
所
有
者
の
変
更
が

あ
っ
た
ら
届
け
出
を

　

固
定
資
産
税
は
、
１
月
１
日
現
在
の
所

有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
、
忘
れ
ず

に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

登
記
さ
れ
て
い
な
い
未
登
記
家
屋

　

相
続
・
売
買
・
贈
与
な
ど
で
所
有
者
が

変
わ
っ
た
場
合
は
「
家
屋
所
有
者
（
権
）

の
変
更
届
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

届
け
出
が
な
い
と
、
旧
所
有
者
に
課
税

が
継
続
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
告
書
・
届
提
出
先

　

税
務
課
、
大
和
・
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

25
日
は
「
女
性
に
対
す
る
暴
力
撤
廃
国
際

日
」
で
す
。

　

夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
、
性
犯

罪
・
性
暴
力
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
、
売
買

春
、
人
身
取
引
、
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
な
ど
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
は
人
権

を
侵
害
す
る
も
の
で
す
。

　

一
人
で
悩
ま
ず
、相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

早
め
の
相
談
が
問
題
解
決
へ
の
第
一
歩
で

す
。

相
談
先

Ｄ
Ｖ
相
談
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
＃
８
０
０
８

Ｄ
Ｖ
相
談
＋
（
プ
ラ
ス
）

　

☎
０
１
２
０
・
２
７
９
・
８
８
９

�

性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
の
た
め
の
ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
＃
８
８
９
１

警
察
相
談
専
用
電
話

　

☎
＃
９
１
１
０

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

☎
０
５
７
０
・
０
７
０
・
８
１
０

　

住
宅
用
地
に
は
、
固
定
資
産
税
を
軽
減

す
る
措
置
が
あ
り
ま
す
。
次
に
該
当
す
る

場
合
は
、申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・�

雑
種
地
・
山
林
・
原
野
な
ど
、
住
宅
用

空
き
家
・
空
き
店
舗
で
あ
る
旨
を
表
示

し
た
広
告

・�

電
気
、
水
道
ま
た
は
ガ
ス
の
使
用
中
止

日
が
確
認
で
き
る
書
類

・�

そ
の
他
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
容
易
に

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

④�

低
未
利
用
土
地
等
の
譲
渡
後
の
利
用
に

つ
い
て
確
認
が
で
き
る
書
類

⑤�

申
請
の
あ
っ
た
土
地
等
に
係
る
登
記
の

全
部
事
項
証
明
書

申
請
書
の
提
出
先　

税
務
課
（
本
庁
舎
）

※�

「
低
未
利
用
土
地
等
確
認
書
」
は
、
特

例
措
置
の
控
除
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を

確
約
す
る
書
類
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
申

請
か
ら
発
行
ま
で
に
７
～
10
日
程
度
か

か
り
ま
す
。
税
務
署
へ
の
確
定
申
告
の

手
続
き
期
限
を
考
慮
し
、
余
裕
を
も
っ

て
申
請
し
て
く
だ
さ
い

発
行
手
数
料

　

１
件
：
３
０
０
円

低
未
利
用
土
地
等
の
譲
渡
所
得
の
確
定
申

告
に
係
る
問
い
合
わ
せ

　

小
千
谷
税
務
署

　

☎�

０
２
５
８
・
８
３
・
２
０
９
０
（
自
動

音
声
案
内
）

　

11
月
12
日
㈮
～
25
日
㈭
は
「
女
性
に
対

す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
」
期
間
、
11
月

　

個
人
が
、
令
和
２
年
７
月
１
日
か
ら
令

和
４
年
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、
譲
渡
の

年
の
１
月
１
日
に
所
有
期
間
が
５
年
を
超

え
、
土
地
と
そ
の
上
物
の
取
引
額
の
合
計

が
５
０
０
万
円
以
下
な
ど
、
一
定
の
要

件
を
満
た
す
低
未
利
用
土
地
等
（
空
き

家
・
空
き
地
・
空
き
店
舗
な
ど
）
を
譲
渡

し
た
場
合
、
そ
の
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら

１
０
０
万
円
を
控
除
す
る
特
例
措
置
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
譲
渡
所
得
の
控
除
を
受
け
る
に

は
、
市
町
村
が
発
行
す
る
「
低
未
利
用
土

地
等
確
認
書
」
を
添
付
し
て
、
最
寄
り
の
税

務
署
へ
確
定
申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

低
未
利
用
土
地
等
確
認
書
の
発
行

申
請
に
必
要
な
も
の

①
低
未
利
用
土
地
等
確
認
申
請
書

※�

申
請
書
は
税
務
課
ま
で
。
市
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
（「
低
未
利
用
土
地
」
で
検
索
）

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

②
売
買
契
約
書
の
写
し

③�

低
未
利
用
土
地
等
の
譲
渡
前
の
利
用
に

つ
い
て
確
認
が
で
き
る
次
の
い
ず
れ
か

の
書
類

・�

市
の
空
き
家
バ
ン
ク
へ
の
登
録
が
確
認

で
き
る
書
類

・�

宅
地
建
物
取
引
業
者
が
、
現
況
更
地
・

問 
・
申 

税
務
課 

資
産
税
班

☎
７
７
３
・
６
６
６
８

住
宅
用
地
な
ど
の
利
用
状
況
変
更

に
伴
う
手
続
き

問  

税
務
課 

資
産
税
班

☎
７
７
３
・
６
６
６
８

空
き
地
・
空
き
家
な
ど
を
譲
渡
し

た
場
合
の
特
例
措
置

問  

こ
ど
も
家
庭
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

☎
７
７
５
・
７
９
０
２

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
た
め
に
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